
内容 対象の世帯の子 1名につき、商品券 50,000 円分(取扱店全店利用可)を贈呈

対象 笠間市に住民票を有し、いずれかに該当する方

・令和 2年 4月 28 日以降に誕生した子がいる世帯

・令和 3年 3月 31 日までに誕生予定の子がいる世帯

※医師による妊娠届出書の出産予定日を基準とします

商品券内訳 10,000 円分×5冊(共通券 500 円・20 枚綴り/冊）

利用期間 10 月 2 日（金）～令和 3年 1月 31 日（日）

※｢笠間市プレミアム付商品券 2020｣と同期間となります。

申込期限 12 月 28 日（月）

申込方法 対象となる世帯主には申込案内を送付します。商品券贈呈を希望される世帯主は、同

封の申込案内に従い、いばらき電子申請・届出サービスより申請してください。

申・問 商工課(内線 511）

② ｢笠間市プレミアム付商品券 2020｣の発行に併せて新生児に商品券を

贈呈します

市では、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で売上げが減少している法人や個人事業主等

の方を対象に独自の支援策として、賃料の一部を補助します。

国の家賃支援給付金との併用はできませんので、内容をご確認のうえ申請してください。

補助対象者 次のすべてに該当する方

〇市内の土地・建物を賃借している中小企業、フリーランスを含む個人事業主等、医療法人、NPO

法人、社会福祉法人など幅広く対象とします。

〇令和 2年 5月～12月の売上高が次のいずれかに該当する方

・1か月の売上が前年同月比 20％以上 50％未満減少している

・連続する 3ヶ月の売上合計が前年同期比 15％以上 20％未満減少している

〇自らの事業のために占有する土地、建物の賃料を負担している。

補助対象経費 補助対象者が支払った土地・建物の賃料(消費税を含む）

補助要件 国の家賃支援給付金の対象事業者でない方

補助金額 賃料の 3ヶ月分のうち 2/3(1,000 円未満は切り捨て）

法人:最大 60 万円 個人事業主:最大 30 万円

申込期限 令和 3年 1月 15 日（金）

申・問 商工課(内線 511）

③ 家賃支援補助金の申請を募集しています

詳しくはこちら

②ぺージ
2020-0917

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。


